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１ 会議名   令和５年 第４回教育委員会会議 会議録 

２ 開催日時    令和５年３月 20 日（月）午後２時 30 分～午後３時 12 分 

３ 開催場所  ２階 特別会議室 

４ 出席委員  教育長 守山 敏晴   

委 員 廣田 登志子、村尾 利勝、竹田 千恵、渡邉 博明 

５ 欠席委員  なし 

６ 会議出席者 

   教育次長   ： 丸川 浩 

教育政策課長 ： 仁田 誠彦   

教育政策課 英語教育推進室長  ： 村中 俊一郎 

学校教育課長 ： 林 隆之  学校教育課主幹 ： 田村 幸恵   

青少年課長 教育センター所長兼務 ： 倉本 敦 

文化財保護課長 岩国徴古館長兼務 ： 若林 久夫 

生涯学習課長 中央公民館長兼務  ： 岸井 清市 

中央図書館長 ： 山本 圭子  科学センター館長 ： 弘中 勝 

由宇支所長  ： 藤中 公子  周東支所長    ： 加藤 勝巳 

錦支所長   ： 下村 豊   美和支所長    ： 亀弘 典久 

７ 会議従事職員   教育政策課 ： 大黒屋 誠、村上 葵 

８ 会議録署名委員  廣田 登志子、渡邉 博明 

９ 議事日程 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

日程第２ 報告第３号  所管事項について 

日程第３ 議案第 22 号 
岩国市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規

則の一部を改正する規則について 

  日程第４ 議案第 23 号 岩国市指定文化財の指定について 

  日程第５ 議案第 24 号 岩国市指定文化財の指定について 

会議の大要 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ただいまから令和５年第４回岩国市教育委員会会議を開会します。 

・では、はじめに、日程第１会議録署名委員の指名を行います。本日の会

議録署名委員は、廣田委員と渡邉委員にお願いします。 

・本日の議題は、日程第２「報告第３号 所管事項について」、日程第３

「議案第 22 号 岩国市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する

規則の一部を改正する規則について」、日程第４「議案第 23 号 岩国市

指定文化財の指定について」、日程第５「議案第 24 号 岩国市指定文化

財の指定について」、以上でございます。それでは、日程第２「報告第

３号 所管事項について」を議題といたします。これにつきましては、

協議会形式で進めたいと思います。各担当部署から先に配布しておりま

す行事予定表について、補足又は所管事項に関する懸案等がありました

ら説明をお願いします。 
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村尾委員 

 

 

・昨日、３月 19 日の日曜日にＰＬＡＴ ＡＢＣにおきまして、開館１周

年のイベントを開催いたしました。その時の様子を、英語教育推進室長

から御報告いたします。 

・それでは、御報告いたします。イベントは、午前９時から午後５時まで

あり、天候にも恵まれたおかげで、多くの方がいらっしゃいました。漫

画ライブペイントでは、土曜日からプレイベントの一環として作品を制

作し始め、２日間かけて完成いたしました。ＰＬＡＴ ＡＢＣに来館し

たことがきっかけで知り合った、若者たちの交流を描いたもので、しば

らくの間、ＰＬＡＴ ＡＢＣで展示することとしています。また、人気

ユーチューバー「ＭＣ ＴＡＫＡ」さんのフォーラムには、若者を中心

に定員上限の 25 人の方がお越しになりました。英語についての楽しい

お話の後、ＴＡＫＡさんへの質問コーナーもあり、英語に関する意見交

換が活発に行われました。次に、高水高校の書道パフォーマンスでは、

２つの作品をその場で作成していただき、そのうちの一つには、書道部

が書いた「結（ゆい）」――結ぶという漢字一文字の周りに、当日その

場にいらっしゃった日米のお客様に思い思いの文字を書いていただき、

作品を完成させました。これについても、しばらくの間ＰＬＡＴ ＡＢ

Ｃで展示する予定です。また、アフターヌーンコンサートでは、基地の

方を含む出演者の皆さんが、日米の曲を駅東口前広場で２時間にわたり

演奏され、多くの人が足を止めて鑑賞されていました。次に、米軍基地

のボランティア団体ＳＭＰによるスタンプラリーでは、子供連れの御家

族が基地の隊員の方と一緒に写真を撮ったり、体を動かしたりして楽し

くコミュニケーションをとっておられました。イングリッシュカフェに

は、小さなお子さんから、学生、高齢者まで多くいらっしゃり、一時は

順番待ちになるなど、大盛況でした。また、地元ショップによるマルシ

ェでは、多くの方がお弁当やスイーツなどを購入され、イベントの合間

に楽しんでおられました。なお、当日、岩国駅西口の中通り商店街では、

軽トラ新鮮組のイベントが行われており、そちらに来られたお客様がこ

ちらまで足を延ばされた例もあるようで、相乗効果もあったものと思わ

れます。当日の様子は、ＰＬＡＴ ＡＢＣのインスタグラムに投稿され

ていますので、お時間があるときに御覧ください。今回はオープニング

以来、初の大規模イベントであり、お客様がどれだけいらっしゃるか予

想しづらいところではありましたが、結果として基地にお住まいの方を

含む多くのお客様、特に初めてセンターに来たという方にも多く来てい

ただき、一定の成果があったものと考えております。 

・全体を通して、御質問・御意見がありましたらお願いします。 

・青少年課にお聞きします。今年度は、不登校の児童生徒が統計上一番多

いということですが、毎年増えています。岩国市の体制については、ほ

かの市町に比べて取組が緻密で、しかもフォローアップが行き届いてい
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るということで、不登校に対応する力はすばらしいと思います。統計上、

岩国市の児童生徒の割合は増えてきているのですか。 

・不登校の数は増えています。令和３年度の報告しかまだ挙がってきてお

りませんが、小学生が 76 人、中学生が 159 人、合計で 235 人です。今

年度の統計は、４月中を目途にまとめて県に提出し、10 月に発表になり

ますが、令和３年度よりも増えると想定しております。 

・子供の数が減少するのに反比例して、不登校の数が増えてくるというこ

とで、由々しき状況であると思います。早期治療・早期発見・早期対策

ということで、青少年課を中心に対策を練っていますが、訪問指導の効

果についてはどのようなお考えをもっていますか。 

・アウトリーチについては今年度から幅を広げており、これまでは学校か

らの要請があったら教育支援員が行くという体制だったのですが、今年

度からは支援教室に登録しているけれどもなかなか通えていない児童

生徒に対して、よりきめ細かな支援をということで、アウトリーチをし

ていこうというところでスタートしております。ただ、支援員も日々各

支援教室でたくさんの児童生徒を抱えておりますので、支援教室に通え

ていない子供もいるのですが、そこをきめ細かくアウトリーチで時間を

決めてというのが難しい現状です。ただ、支援員の先生方は公用車を使

うこともできますので、積極的に支援をお願いしますということを言っ

ておりますので、来年度に向けて体制を整えてやっていきたいと思いま

す。 

・支援教室に来れない人のフォローアップをしていただいておりますが、

そのアウトリーチを行った結果、学校に登校できたとか、支援教室に行

くことができた等の割合は増えてきていますか。 

・今、支援教室の支援員についてしか話しておりませんでしたが、市の独

自の事業で「心の支援員」という事業を行っております。この心の支援

員は、支援教室は関係なく学校に配置しておりますので、学校に来れな

い子――もっと言えば、まずは支援教室につなげたいけれどもなかなか

足が向かない児童生徒に対して入っていただいております。その効果が

あって、ある中学校では別室での学習が充実し、その心の支援員の関わ

りによって保護者の方の気持ちも打ち解けて前向きになったという事

案はいくつか報告いただいております。 

・心の支援員については各学区に設けているんですか。 

・学校からの要望で配置しています。令和４年度は、11 校に８人の支援員

の先生方にお願いしていて、学校を兼任する支援員もおります。昨年度

に比べて時間数を増やして入っていただいていて、別室指導や家庭訪

問、保護者の方のカウンセリングをしていただいております。 

・それは特に中学校区に多いということですか。 

・小学校にも入っていて、小・中連携の観点から、同じ支援員を途中から
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入れるというのもあり、こちらで考えながら対応しています。 

・どうにか歯止めというか、学校復帰に結び付けていきたいと思っていま

す。これといった決め手がないと思いますが、地道に支援教室やアウト

リーチの在り方を通して、子供たちの不登校を解消するようにやってい

かなければ、これ以上増えると困ります。これ以上支援員の人数を増や

すのも難しいですよね。 

・取り組んでいきたいとは思っています。学校からは一時間でも二時間で

も対応してほしいというのは把握しておりますので。 

・不登校の要因の一番は何ですか。 

・統計上ですが、無気力というのが一番多いです。ただ無気力の理由とし

ては、家庭の事情や学力不振、いじめ以外での人間関係トラブル、人間

関係が作れず集団になかなか入っていけないことで不登校になるなど

の統計も出ております。 

・３年間のコロナ禍での生活の中で、子供たちのコミュニケーションが少

なくなっていて、人間関係が作りにくいというのも影響しているのでは

ないかと思います。今後とも苦しい立場ではあると思いますが、とにか

く不登校を少しでも減らすという取組を今までどおり真摯にやってい

ただいて、早期対策を積極的に行ってください。 

・大規模校の中学校と小規模校の小学校の卒業式にそれぞれ行ってまいり

ました。文部科学省や市教育委員会からも、コロナ対応やマスクの着用

について通知が出ていますが、校長先生をはじめ学校の見解としては、

できるだけ卒業生には顔を見せてほしいという思いが随分伝わって、工

夫をされていました。対応は一律ではありませんが、学校の規模に合わ

せて臨機応変な対応がされていたと思います。学校側も何とかマスクな

しで送り出したいということで、小規模校の小学校では呼び掛けをマス

クなしで行っていましたが、大規模校の中学校では、マスクを着けてい

ました。規模に合わせた対応が見られて良かったです。 

・岩国徴古館で２月から４月まで「本を読む－近世岩国の人々と読書－」

という企画展がありますが、市報やＦａｃｅＢｏｏｋで宣伝をしておら

れまして、今は開催の中間期だと思いますが、入場者数や入場者の様子

はいかがですか。 

・私が見る限りでは、ちょっと知りたいんだということで学芸員に相談が

あったのが数件あります。関心を持って展示ケースの中の資料を読まれ

る方も多々おられます。 

・予約制ですが、学芸員による解説もありましたよね。 

・あります。そのときは質問も結構あったと聞いております。 

・解説を聞くのとただ読むだけでは全然違いますので、いい取組だなと思

います。ちょうど市役所でも文化スポーツ振興部が新しくできて、その

中に錦帯橋課と文化財保護課が入るということですので、ぜひ学校教育
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課とタイアップして岩国市の歴史や文化、それから今年は錦帯橋創建

350 周年ということで、いろんな課でいろんなイベントが立ち上がって

いますので、ぜひ子供たちにもいろいろ体験させたいと思いますので、

情報の提供をお願いします。 

・科学センターで４月 21 日に「令和５年度 科学クラブ指導員登録証交

付式」とありますが、今、科学クラブは何講座ありますか。 

・科学クラブの数は小学生で９、中学生で１、全部で 10 クラブあります 

・貝や植物、岩石等を含めて 10 クラブですか。それに対する指導員の確

保は十分ですか。 

・はい。55 人の定数に対し、令和４年度は 53 人で運営しております。現

在複数クラブを掛け持ちの方もいらっしゃいますが、それぞれのクラブ

で指導員が不足しているという話は聞いておりません。現在の数で足り

ていると考えております。 

・指導員もだんだん歳を重ねてきますので、ベテランの指導員がいらっし

ゃるうちに新しい後継者を育てることが大事だと思いますが、その辺は

何か策はございますか。  

・科学クラブの活動を継続していくには、そうした指導員の方の世代交代

を確実に進めていかなければならないと考えています。現役の先生方に

もお声掛けをするなどして、世代交代を図っていきたいと考えておりま

す。 

・ベテランの方がいなくなるので、いらっしゃるうちに指導法や内容を引

き継いでください。教員以外の一般の方もいらっしゃるとお聞きしてい

ますので、ぜひその辺りの内容について、下に受け継がれるように、よ

ろしくお願いいたします。 

・私も先日、高森小学校の卒業式に参加させていただいたのですが、イン

フルエンザが広がっているということでほとんどマスクを着けていま

した。４年生が学年閉鎖でしたが、校長先生をはじめ先生方が４年生の

代わりに合唱をされていて、とても心温まる式でした。 

・マスクについてですが、４月からは黙食もしなくていいとのことだった

と思いますが、体育の時間については、花粉症やインフルエンザもあっ

て皆がマスクをしているため、外したくても外せないという声を聞きま

した。体育の時間は外しましょうとは言えないでしょうか。個人の判断

となりますか。 

・４月からの学校におけるマスクの着用については、先週末、国から県教

育委員会を通じて通知が来ております。そういった中で４月からは、「児

童生徒及び教職員については、学校教育活動に当たって、マスクの着用

を求めないことを基本とする。」ただし、「学校や教職員がマスクの着脱

を強いることがないように」とあります。やはりなかなかマスクを外せ

ない子はいるでしょうけれども、強いるのではないですが、声掛けをし
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ながら子供たちの意思を尊重しながらやっていきたいと思います。 

・ＰＬＡＴ ＡＢＣのイベントが大盛況だったとのことで、私は行けなか

ったので、ぜひインスタをフォローしたいと思います。 

・マスクの件で、卒業式は子供たちの顔が見えるようにということでマス

ク着用を自由にするとのことでしたよね。私が行ったところでは教職員

も児童も皆マスクを着けていました。中学校も同じくマスクを取ってい

る人はいませんでした。なので、今の文科省の説明があっても、なかな

か取れる状況ではないのではないかと思います。強制はしないとのこと

でしたが、誰一人マスクを外そうというのが見て取れませんでした。 

・学校によって状況が違いますので、その辺りで対応の違いがあるかと思

いますが、学校長が申すには、濃厚接触者の要件である１メートル以内

でマスクを外して 15分話したら該当するという判断が変わらない限り、

学校としてはマスクを外しにくいという状況であると聞いております。

今後新型コロナウイルス感染症の位置付けが５類に変わるということ

ですので、今回出た通知をしっかり周知していきたいと思います。 

・今の課長の説明から考えると、なかなか外せないのではないでしょうか。

今までは、濃厚接触者の要件だけで５日間とか出席停止だったので、そ

ういったことを子供も体験してますので。 

・そうですね。そこが変わらないとしばらくは難しいかと。 

・世の中の理解が図りにくい部分もあるのではないでしょうか。 

・今日、玖珂幼稚園の卒園式がありましたが、職員も園児も全員マスクを

外していました。保護者の方は何人か着けていましたが、やっぱり時間

がかかると思います。 

・今日、川下の佛性寺に行ったときに、ちょうど寺で卒園式をしてました。

来られる保護者はマスクを外しており、外国の方もたくさんいらっしゃ

いましたが、フラットな環境な中で行っているところもありました。 

・私も小・中・高校の卒業式にそれぞれ出席しましたが、マスクの着用に

ついてはまちまちでした。マスクを着用しないところもあれば、卒業証

書授与の際は外す。中には着けている子もいましたが、次第の進行によ

り、マスク着用の指示があって歌を歌ったりしているところもありまし

た。 

・それと、卒業式が始まる前に校長室等で待っているとき、地域の方や先

生と話す機会がありました。新年度から県の方針で、学級の人数が増え

るとのことで、その分学級数が減るので、先生方の人数が足りるという

ことですが、ただでさえ教室の机――今は昔に比べて教科書が大きくな

ったりタブレットを置くようになったり、いろんなものを広げないとい

けない中で、さらに生徒を増やして机を増やさないといけないというこ

とで、現場は大変なんです。どうにかならないですか、と言われたので

すが、先ほど村尾委員が言われたように、不登校に対する支援をしてい
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教育長 

 

廣田委員 

 

 

 

学校教育課長 

教育長 

 

 

 

教育政策課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただける先生が現場にいてくれるのは非常に良いことですが、来年度は

どうしようもないと思いますが、先を見越して何か対策とか、数を元に

戻したりとか策があればいいなと思いました。 

・全県的に教職員不足が言われている中で、今回、県教委から中学２・３

年生において、35 人学級を 38 人学級化にすること。それから、加配教

員――先ほどの不登校対応であったり様々な対応をする教職員の一部

を凍結する。つまり、来年度は加配を配置しないというような措置がと

られて、何とか本市においても、年度始めの小学校の学級担任、中学校

の教科担任に欠員を出すことなくスタートができるかと思います。先ほ

ど言いました中学２・３年生の 38 人学級化においては、３つの中学校

が該当することになり、聞くところによると、やはり教室が狭くて、35

人でも一杯一杯なのに 38 人になったので、かなりぎゅうぎゅうになっ

ていると聞いております。早い段階で教育長から県教委に対して、こう

いった加配の凍結や中学２・３年生の 38 人学級については今年度限り

にしてほしいこと、それから年度途中であっても、教職員が見つかった

場合には、加配の追加措置をしてほしいこと、非常勤教職員を今年度よ

り多く配置してほしいとの要望をしておりますので、実は今年度よりも

より多くの非常勤教職員を配置しておりますので、それを小・中学校に

割り振っているという状況です。  

・様子を見ながら、困り感のある子の学校については、また人事配置をし

ていくように考えていきたいと思っています。 

・今年度は、急に県から通知が来たので、議会でも取り上げられてました

が、市教委も大変だったと思います。ですが、教育長が早速市長会を通

して、要望されてバックアップしておられますので。よく非常勤が見つ

かりましたね。 

・ぎりぎりでした。 

・別にないようでしたら、以上で報告第２号を終わります。 

・次に、日程第３「議案第 22 号 岩国市教育委員会が保有する個人情報

の保護に関する規則の一部を改正する規則について」を議題といたしま

す。それでは教育政策課から説明をお願いします。 

・「議案第 22 号 岩国市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規

則の一部を改正する規則について」御説明いたします。国におきまして、

個人情報保護制度が見直されることにより、本年４月１日から、地方公

共団体は「個人情報の保護に関する法律」の適用を受けることになりま

した。そのため、本市においても、「岩国市個人情報保護条例」を廃止

し、新たに「岩国市個人情報の保護に関する法律施行条例」を令和５年

４月１日から施行することになりました。これに伴い、本議案の教育委

員会規則の中の条例等を改め、規定を整備する必要があるため、提案す

るものです。本規則は、令和５年４月１日から施行することとしており
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各委員 

教育長 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

各委員 

教育長 

 

 

文化財保護課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

ます。以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 22 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 22 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第４「議案第 23 号 岩国市指定文化財の指定について」を

議題といたします。それでは文化財保護課から説明をお願いします。 

・「議案第 23 号 岩国市指定文化財の指定について」御説明いたします。

「吉川家肖像画」を岩国市指定文化財に指定することについて、教育委

員会の承認を求めるものです。種別は有形文化財（絵画）で数は六幅、

所在地は岩国市横山二丁目７番３号の吉川資料館で、所有者は公益財団

法人の吉川報效会となります。本資料は室町時代末期から江戸時代初期

にかけての吉川家当主及び一族の肖像画です。当時の絵画技法を知る大

変貴重な資料であり、画に挿入された「賛」――その方を称える詩が記

載されております。また、吉川家と仏教との関係や仏僧との交流が伺え

る貴重な歴史資料です。岩国市文化財保護条例第４条第１項の規定に基

づき、岩国市文化財審議会に諮問したところ、本年３月７日に市指定有

形文化財として指定相当との答申を受けております。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたら、お願いします。 

・別にないようでしたら、議案第 23 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 23 号は原案のとおり決します。 

・次に、日程第５「議案第 24 号 岩国市指定文化財の指定について」を

議題といたします。それでは文化財保護課から説明をお願いします。 

・「議案第 24 号 岩国市指定文化財の指定について」御説明します。「祈

年宮扁額 付 祈年宮記」を、岩国市指定文化財に指定することにつ

いて教育委員会の承認を求めるものです。種別は有形文化財（歴史資

料）で、数は１件と付属が１点です。所在地は岩国市本郷町宇塚 192

－１で所有者は西村清文さんです。本資料は江戸時代に萩藩によって

建てられた官立の社である祈念宮に掲げられていた扁額です。官立の

社は萩藩において極めて特殊な事例であり、また、付の祈念宮記も

含めて山代地域の製紙業や、萩藩の民間信仰等に対する宗教政策を

知る上でも重要な資料です。同じく、岩国市文化財審議会に諮問した

ところ、本年３月７日に市指定有形文化財として指定相当との答申を受

けております。御審議のほどよろしくお願いします。 

・ただいまの説明に、御質問・御意見がありましたらお願いします。 
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各委員 

教育長 

 

 

教育政策課長 

 

 

教育長 

・３ページにある祈年宮記は、板に文字が書いてあるようですが、これ

は読めるのですか。 

・専門家に読んでいただきましたところ、次のページにあるとおり、

漢文が書かれているとのことでした。ここには、この祈念宮のいわれ

が全て書いてあるとのことです。 

・最新技術で読み取ったんですか。 

・読み取れたそうで、墨が残っていたようです。写真は少し写りが悪

いです。 

・歴史的資料ということですね。 

・別にないようでしたら、議案第 24 号は原案のとおり決することに御異

議ありませんか。 

・異議なし。 

・御異議なしと認め、議案第 24 号は原案のとおり決します。 

・本日の議題は以上でございます。それでは、次回の教育委員会会議の日

程について、事務局からお願いします。 

・次回の定例会は令和５年４月 20 日木曜日、市役所本庁２階特別会議室

にて 14 時から所属長会議を、14 時 30 分から教育委員会会議を開催いた

します。 

・これをもちまして、令和５年第４回岩国市教育委員会会議を終了します。  
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岩国市教育委員会会議規則第 16 条の規定により署名する。 
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教育委員 廣田 登志子                        

 

教育委員 渡邉 博明  

 


